
品川区町会・自治会児童参加地域事業補助金交付要綱 

制定 平成３０年 ４月 １日 要綱第 ３５号 

改正 平成３１年 ４月 １日 要綱第１９１号 

  改正 令和 ３年 ５月３１日 要綱第１７５号 

改正 令和 ４年 ３月１６日 要綱第 ８２号 

改正 令和 ５年 ５月２９日 要綱第１２６号 

改正 令和 ６年 ９月 １日 要綱第３０６号 

改正 令和 ７年 ３月１７日 要綱第 ２１号 

 改正 令和 ８年 ４月 １日 要綱第 ４３号 

 

 
 （趣旨） 

第１条 この要綱は、町会または自治会（以下「町会等」という。）が、将来の

地域活動の担い手となり得る児童の参加を促す事業（以下「児童参加地域事

業」という。）を実施するにあたり、その経費の一部を補助することについて、

必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱における町会等とは、品川区町会・自治会に対する助成金（環

境整備・地域コミュニティ活性化・防災）交付要綱（昭和６０年品川区要綱

第６９号）の規定に基づき、環境整備助成金の交付を受けている団体をいう。 

２ この要綱における児童とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１

８条の学齢児童ならびに学齢前の幼児および乳児をいう。 

 （補助金の交付の要件） 

第３条 補助金の交付を受けることができる町会等は、次の各号に掲げる要件

を満たすものとする。 

 ⑴ 次条に規定する補助金交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」と

いう。）を実施すること。 

 ⑵ 第６条に規定する補助金の交付の申請をしようとする児童参加地域事業

について、その申請年度内に、当該補助金以外の補助金の交付を受けてい

ないこと。 

 （補助対象事業） 

第４条 補助対象事業は、町会等への加入促進のために、町会等に加入してい

ない世帯の児童も参加することのできる事業とする。 

 （補助金額） 

第５条 補助金の交付額は、補助対象事業に係る別表１に掲げる経費（以下「補



助対象経費」という。）の４分の３以内とし、１町会等につき、１年度２回、

各１０万円を限度とする。 

 （交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする町会等は、町会・自治会児童参加地域

事業補助金交付申請書（第１号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて、区

長に提出しなければならない。 

⑴  児童参加地域事業計画書（第１号様式別紙） 

⑵  補助対象経費の見積書（写し） 

⑶  補助対象事業に関する広報活動がわかる資料（チラシ等） 

⑷  その他区長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、原則として補助対象事業を開始する前に行わな

ければならない。 

 （交付決定） 

第７条 区長は、前条第１項の申請書の提出があった場合は、これを審査し、

補助金を交付することを適当と認めるときは、町会・自治会児童参加地域事

業補助金交付決定通知書（第２号様式）により申請者に通知する。 

２ 区長は、補助金の交付を決定するにあたって、必要な条件を付することが

できる。 

 （請求書の提出） 

第８条 前条第１項の規定による通知を受けた町会等（以下「補助対象者」と

いう。）は、区長が定める期日までに町会・自治会児童参加地域事業補助金請

求書（第３号様式）を区長に提出しなければならない。 

 （承認事項） 

第９条 補助対象者は、その後に生じた事情等により、当該交付決定に係る事

業の中止または内容等の変更をしようとするときは、あらかじめ区長の承認

を受けければならない。 

 （完了届） 

第１０条 補助対象者は、当該交付決定に係る事業が完了したときは、すみや

かに完了届（第４号様式）に当該交付決定に係る事業の事業報告書（第４号

様式別紙）、実施当日の状況がわかる写真および領収書等支払いを証明する書

類（写し）を添えて区長に提出しなければならない。 

 （補助金額の確定） 

第１１条 区長は、前条に規定する届出を受けた場合は調査を行い、交付決定

の内容および事業の実施結果を確認した後に補助金の交付額を確定し、町

会・自治会児童参加地域事業補助金確定通知書（第５号様式）により前条に

規定する届出をした者に通知する。 



 （決定の取消し） 

第１２条 区長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付

決定の全部または一部を取り消すことができる。 

 ⑴ 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。 

 ⑵ 補助金を他の用途に使用したとき。 

 ⑶ 交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。 

 （返還） 

第１３条 町会等は、前条の規定による取消しがあった場合において、当該取

消しに係る部分に関し、既に補助金の交付を受けているときは、遅滞なく返

還しなければならない。 

２ 前項の規定は、第７条に規定する補助金交付の決定を受け、既に交付され

た補助金の額が、第１１条の規定により確定された補助金の額を上回ってい

る場合において、その差額分について準用する。 

 （違約金） 

第１４条 町会等は、前条第１項の規定により交付を受けた補助金を返還する

場合において、補助金の交付を受けた日から返還の日までの日数に応じ、当

該補助金の返還額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した違約金を

納付しなければならない。 

 （委任） 

第１５条 この要綱で定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項 

は、地域振興部長が定める。 

   付 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、令和３年６月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から適用する。 

   付 則 

 （令和５年度における特例） 

１ 令和５年４月１日から令和６年３月３１日までに行われる第６条の規定に

よる交付申請に係る第５条の規定の適用については、同条中「４分の３」と

あるのは「５分の４」と、「２回」とあるのは「３回」と、「１０万円」とあ

るのは「１２万円」と読み替えるものとする。 

２ 令和５年４月１日から同年５月２８日までの間に、第６条の規定による交



付申請を行い、第７条の規定による交付決定（以下「前交付決定」という。）

を受けた町会等は、当該交付申請に係る補助対象事業について前項の規定に

よる読替え後の第５条の規定に基づき算定した補助金額と前交付決定に係る

補助金額の差額について、補助金の交付申請（以下「追加交付申請」という。）

を行うことができる。この場合において、追加交付申請の回数は前項の規定

による読替え後の第５条の規定による申請の回数には含まないものとし、追

加交付申請は第６条第２項の規定にかかわらず、補助対象事業を開始した後

であっても行うことができる。 

   付 則 

（令和６年度における特例） 

  令和６年９月１日から令和７年３月３１日までに行われる第６条の規定に

よる、交付申請に係る第５条の規定の適用については、同条中「２回」とあ

るのは「３回」と読み替えるものとする。 

   付 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から適用する。 

付 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から適用する。 
 



別表１ 補助対象経費 

 

項目 内容 

謝礼金 講師への謝礼、出演団体への謝礼  

※町会・自治会の役員及び内部団体への謝礼は対象外 

物品購入費 事業実施に直接必要な消耗品、材料等の購入経費 

食品、事務用品類、コピー用紙、木材、看板・パネル、プロ

パンガス、紙皿、景品用玩具 等 

※特定の個人に贈る贈答品、個人に帰属する高額な物品、事

業以外にも経常的に使用する備品、参加者へ提供する以外の

飲食費、アルコール類、金券類（用途が景品の場合を除く） 

は対象外 

印刷経費 チラシ・ポスター等の印刷経費、コピー代、写真現像代 等 

役務費 郵送・配送料（切手、ハガキ代を含む）、新聞や雑誌等への

広告掲載料、道路使用許可手数料、クリーニング代 等 

※振込手数料・代引手数料、ガソリン代、光熱水費は対象外 

委託料 イベント等の運営補助の委託経費、舞台設営・撤去の委託経

費、旅行代金 等 

※宿泊代、バスガイド等旅行会社側の食事代は対象外 

レンタル・リース

料 

会場費・貸与物品類の賃料 等 

※事業以外にも経常的に使用する賃料は対象外 

工事費 電気、装飾、照明等の工事経費 等 

※事業以外にも経常的に使用する設備は対象外 



第１号様式（第６条関係） 
                            年  月  日 

 

品 川 区 長  あて 

 

                  申請団体名  

                  代表者住所 

代表者氏名           

 

町会・自治会児童参加地域事業補助金交付申請書 

 
品川区町会・自治会児童参加地域事業補助金交付要綱に基づき、関係書類を

添えて交付申請します。 

記 

事 業 名 

 

申 請 回 数 回目 

申 請 額 

 十 万 千 百 十 円 

＜添付書類＞ 

１．児童参加地域事業計画書（第 1 号様式別紙） 

２．補助対象経費の見積書（写し） 

３．補助対象事業に関する広報活動が分かる資料（チラシ等） 

 

 

 

 

 

 



第 1 号様式別紙 

児童参加地域事業計画書 

 
１．事業概要 

町会・自治会名  

事 業 名  

開 催 場 所  日 程 年  月  日 

事 業 内 容  

 

 

事 業 の 目 的  

 

 

周 知 の 方 法  

 

 

事 業 目 標  

 

 

 

２． 支出予定経費 

経 費 内 訳 金 額 支 出 先 

         円  

         円  

         円  

  円  

  円  

  円  

  円  

合 計        円  



第２号様式（第７条関係） 

番     号 

   年  月  日 

 
         様 

品川区長         □印  

 

町会・自治会児童参加地域事業補助金交付決定通知書 

 
     年  月  日付で申請があった児童参加地域事業補助金の交付に

ついて、品川区町会・自治会児童参加地域事業補助金交付要綱に基づき、下記

のとおり交付することに決定しましたので通知します。 

記 

事 業 名  

申 請 回 数 回目 

交 付 額 円 

補 助 対 象 経 費 

 

 

 

 

 

交 付 条 件  

請求書提出期限 年   月   日 

＜注意事項＞ 

※事業完了後、完了届を提出してください。なお、区は完了届を受領後、交付

決定の内容及び事業の実施結果を調査し、補助対象外経費が含まれていると判

断した場合は、既に交付した補助金額と本来交付すべき補助金額との差分を返

還していただきますので予めご了承ください。 

※完了届提出時には事業実施当日の状況がわかる写真の添付が必要となります

ので提出漏れのないようお願いいたします。 



第３号様式（第８条関係）                        

                                

 

町会・自治会児童参加地域事業補助金請求書 

 

事業名  

金 額 
 十 万 千 百 十 円 

 
     年  月  日付番  号をもって交付決定のあった児童参加地域

事業補助金について、上記の金額を請求します。 

 
     年  月  日 

 
品 川 区 長  あて 

 
申請団体名  

代表者住所 

代表者肩書  

代表者氏名          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第１０条関係）  
年  月  日 

 

品川区長 あて           

 

                  申請団体名  

                  代表者住所  

                  代表者氏名     

 

完     了     届 
 

 下記のとおり、児童参加地域事業補助金対象事業が完了したので届け出

します。 

 

記 

 

事 業 名  

補助金額 

 十 万 千 百 十 円 

＜添付書類＞ 

１．事業報告書（第４号様式別紙）  

２．領収書等支払いを証明する書類（写し） 

３．事業実施当日の状況がわかる写真 

要綱第１１条による調査員氏名     地域センター          

 

 

 

 

 

 



第４号様式別紙 

 
児童参加地域事業報告書 

   
１．事業概要 

町会・自治会名  

事 業 名  

開 催 場 所  日 程   年  月  日 

目標に対する 

結 果 ・ 効 果 
 

 

 

工 夫 し た 点  

 

 

交 付 決 定 通 知 に 記 載 の 無 い 経 費 の 有 無 

※有の場合、以下の経費の詳細と購入理由を記載 
有 ・ 無 

経 費 の 詳 細  

 

 

購 入 理 由  

 

 

 
２． 支出経費 

経 費 内 訳 金 額 支 出 先 

         円  

         円  

         円  

  円  

  円  

  円  

  円  

合 計      円  



第５号様式（第１１条関係） 

                        番     号 

                          年  月  日 

  
           様 

品川区長         □印  

 

 

町会・自治会児童参加地域事業補助金確定通知書 

 
     年  月  日付で完了届が提出された児童参加地域事業補助金に

ついては、品川区町会・自治会児童参加地域事業補助金交付要綱に基づき、下

記のとおり交付金額が確定しましたので通知します。 

記 

 

事業名  

金  額 円 

交付済額                円 

差引金額 円 

 

 

 

 

 

 

 


